


 

 

平成20年３月19日 

社 会 保 険 庁 

 

 

服務違反行為に関する調査について 

 

 

１．調査項目            

①無許可専従    ②勤務時間内組合活動     ③争議行為          

④勤務時間内における政治的行為    ⑤リボン・プレート行動 

⑥兼業       ⑦遅刻・欠勤     

 

２．調査方法 

  調査対象者に、調査票に署名捺印をしたうえで提出させることとする。（虚

偽の回答をした場合は、処分の対象となる場合がある旨を調査票に明記す

る。） 

① 管理者調査 

管理者（社会保険庁総務課長、社会保険事務局長及び社会保険事務所長

等）に対し、所属する職員及び管理者本人の服務違反行為の有無につい

て調査する。 

② 行為者調査 

管理者調査で指摘された行為者に対し、指摘された服務違反行為の有無

について調査する。 

③ 第三者調査 

無許可専従をしていた行為者の当時の上司等（第三者）に対し、その事

実を確認する。 

 

３．調査体制 

  公正な調査を実施するため、弁護士の参画を得て、社会保険庁本庁及び各

社会保険事務局に、それぞれ社会保険庁総務部長及び社会保険事務局長を主

査とする服務関係調査班を設置し調査を実施する。 

  

４．調査対象期間 

  平成９年４月１日～１９年９月３０日まで（過去１０年間） 

  ただし、管理者本人に係る調査については、全勤務期間を対象とする。 

 

５．スケジュール 

 ① 年金業務・組織再生会議より調査依頼（平成１９年１１月） 

 ② 調査開始（平成１９年１２月） 

 ③ 調査結果公表 

（結果がまとまり次第、早急に年金業務・組織再生会議に報告） 
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